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平
成
25
年
度
合
志
市
一
般
会
計

補
正
予
算（
第
8
号
）に
つ
い
て

平
成
26
年
度
合
志
市
一
般
会
計
予
算

に
つ
い
て

合
志
市
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の

種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

※　議決結果欄の意味はそれぞれ次のとおり　　可　可決　　　承　承認
※　採決結果欄の意味はそれぞれ次のとおり　　○　賛成　　　●　反対　　　長　議長

問　

女
性
委
員
の
人
選
は
公
募
か
。

答　

公
募
は
予
定
し
て
い
な
い
。昨
年
、

防
災
会
議
委
員
に
つ
い
て
女
性
委
員
を

５
名
増
員
し
て
い
る
。そ
の
方
々
を
予

定
し
て
い
る
。

【
反
対
討
論
】
合
志
市
国
民
保
護
協
議
会

条
例
自
体
に
反
対
。

【
賛
成
討
論
】
男
女
共
同
参
画
の
観
点
か

ら
も
女
性
委
員
の
選
任
は
必
要
な
の
で

賛
成
。

問　

条
例
改
正（
住
居
手
当
等
）の
き
っ

か
け
と
県
内
の
状
況
は
。

答　

き
っ
か
け
は
、
県
か
ら
昨
年
の
１

月
に
通
知
が
あ
っ
た
た
め
で
、
県
内
の

状
況
は
、14
市
中
、１
市
を
除
き
廃
止
の

方
向
で
あ
る
。

【
反
対
討
論
】
労
働
基
準
法
に
合
わ
せ
て

の
改
正
は
当
然
だ
が
、
住
居
の
持
ち
家

に
係
る
手
当
の
廃
止
は
、
単
な
る
賃
下

げ
で
あ
り
反
対
。

【
賛
成
討
論
】
持
ち
家
に
係
る
手
当
の
支

給
は
、民
間
に
は
あ
ま
り
な
い
事
で
、民

間
と
合
わ
せ
る
事
が
望
ま
し
い
の
で
賛

成
。

【
討
論
】合
志
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
と
同
様
の
討
論
が
あ
っ
た
。

（
総
務
課
）

問　

繰
越
明
許
費
追
加
の
中
で
、
小
中

学
校
の
増
築
事
業
に
係
る
ガ
ン
バ
ル
地

域
交
付
金
事
業
は
、
26
年
度
事
業
の
前

倒
し
と
捉
え
る
が
、
新
た
な
措
置
か
。ま

た
補
助
率
は
。

答　

25
年
度
事
業
が
対
象
と
な
る
国
の

補
正
で
、補
助
率
は
基
礎
数
値
、基
礎
自

治
体
の
自
己
負
担
額
に
よ
っ
て
配
分
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
、
財
政
力
指
数
に
よ

っ
て
補
助
率
が
変
わ
る
。

（
議
会
事
務
局
）

問　

議
会
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配
信
構
築

業
務
委
託
料
の
減
額
理
由
は
。

答　

当
初
予
算
は
、2
5
0
万
円
程
度

で
あ
っ
た
が
、
落
札
業
者
が
機
器
を
無

償
と
し
た
入
札
で
あ
っ
た
た
め
安
価
に

な
っ
た
。

【
反
対
討
論
】
7
月
か
ら
3
月
ま
で
の
給

与
引
き
下
げ
を
認
め
な
い
の
で
反
対
。

【
賛
成
討
論
】
年
度
末
補
正
で
あ
り
、
適

正
で
あ
る
か
ら
賛
成
。

（
財
政
課
）

問　

特
例
債
の
基
金
積
立
は
考
え
て
い

る
の
か
。

答　

地
域
振
興
基
金
と
い
う
名
称
で
宇

城
市
が
積
立
を
行
う
よ
う
だ
が
、
使
途

が
ソ
フ
ト
事
業
の
み
で
あ
り
、
取
り
崩

し
可
能
額
が
償
還
終
了
分
と
な
っ
て
お

り
、
条
件
が
多
い
た
め
現
在
は
考
え
て

い
な
い
。

（
総
務
課
）

問　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
増
員
理
由

は
。

答　

相
談
件
数
の
増
と
相
談
員
を
熊
本

消
費
者
協
会
に
委
託
し
て
い
る
が
、
直

接
雇
用
に
変
え
る
事
で
、
出
前
講
座
等

に
活
動
を
広
げ
ら
れ
る
こ
と
。ま
た
、
2

名
体
制
に
す
る
こ
と
で
常
時
相
談
員
が

い
る
状
況
を
目
指
す
た
め
。

（
環
境
衛
生
課
）

問　

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
補
助

事
業
に
つ
い
て
、
今
後
ど
の
よ
う
に
取

り
組
む
か
。

答　

国
県
は
、
25
年
度
の
受
付
を
も
っ

て
補
助
を
終
了
す
る
こ
と
で
考
え
て
い

る
。な
お
、
25
年
度
ま
で
に
国
県
の
補
助

金
が
決
定
し
た
分
は
、
同
じ
よ
う
に
助

成
を
行
う
。

（
ま
ち
づ
く
り
戦
略
室
）

問　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ブ
ラ
ン
ド
協

議
会
参
画
事
業
に
つ
い
て
内
容
を
。

答　

崇
城
大
を
中
心
に
11
団
体
で
組
織

し
他
業
種
の
交
流
に
よ
り
市
内
産
業
の

事
業
発
展
の
道
づ
く
り
を
行
う
と
と
も

に
、
崇
城
大
の
ス
タ
ジ
オ
を
活
用
し
番

組
を
作
成
、
合
志
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い

く
。自
治
体
の
参
画
は
、
本
市
の
み
と
な

る
。

（
会
計
課
）

問　

基
金
の
運
用
状
況
及
び
26
年
度
運

用
方
針
は
。

答　

平
成
24
年
度
か
ら
5
億
円
を
国
債

で
運
用
し
て
い
る
が
、今
後
は
、地
方
債

等
の
状
況
も
考
慮
し
、
副
市
長
を
会
長

と
す
る
公
金
管
理
委
員
会
で
検
討
、
運

用
し
て
い
き
た
い
。

【
反
対
討
論
】
国
民
保
護
協
議
会
に
関
す

る
支
出
は
、
有
事
の
際
に
市
民
を
戦
争

に
巻
き
込
む
事
に
な
る
。ま
た
、
社
会
保

障
税
番
号
制
度
導
入
の
た
め
の
シ
ス
テ

ム
改
修
費
に
つ
い
て
は
、個
人
情
報
漏
え

い
の
リ
ス
ク
が
高
ま
り
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
侵
害
に
な
り
反
対
。

【
賛
成
討
論
】
国
民
保
護
協
議
会
は
、
国

民
を
有
事
の
際
保
護
す
る
必
要
な
予
算

と
考
え
る
。ま
た
、
社
会
保
障
税
番
号
制

度
は
、
個
人
の
情
報
が
一
元
化
す
る
事

で
、
役
所
を
訪
れ
る
際
も
手
続
き
の
ス

リ
ム
化
が
で
き
、
利
便
性
が
向
上
す
る

の
で
必
要
で
あ
り
賛
成
。
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決
結
果

１ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
賛　
　

成

反　
　

対

議席
番号

合志市国民保護協議会条例の一部を改正
する条例

条　
　

例

合志市一般職の職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例
合志市技能労務職員の給与の種類及び基
準を定める条例の一部を改正する条例
児童福祉法に基づく保育料徴収条例の一
部を改正する条例
合志市ひとり親家庭等医療費の助成に関
する条例の一部を改正する条例

合志市営住宅条例の一部を改正する条例

合志市勤労青少年ホーム条例を廃止する
条例
平成25年度合志市一般会計補正予算（第8
号）

予　
　

算

平成25年度合志市国民健康保険特別会計
補正予算（第2号）
平成25年度合志市介護保険特別会計補正
予算（第3号）
平成25年度合志市後期高齢者医療特別会
計補正予算（第2号）
平成25年度合志市下水道特別会計補正予
算（第3号）
平成25年度合志市水道事業会計補正予算
（第3号）
平成25年度合志市工業用水道事業会計補
正予算（第１号）

平成26年度合志市一般会計予算

平成26年度合志市国民健康保険特別会計
予算

平成26年度合志市介護保険特別会計予算

平成26年度合志市後期高齢者医療特別会
計予算

平成26年度合志市下水道特別会計予算

平成26年度合志市農業集落排水特別会計
予算

平成26年度合志市水道事業会計

平成26年度合志市工業用水道事業会計予
算
熊本県市町村総合事務組合を組織する地方
公共団体の数の減少及び規約の一部変更

そ
の
他

合志市道全路線の廃止

合志市道全路線の認定

権利の放棄

権利の放棄

「食の安全・安心の確立を求める意見書」
の提出

意
見
書

議
員
提
出
議
案

「微小粒子状物質（PM2.5）に係る総合的
な対策の推進を求める意見書」の提出
「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を
促進するための法律の制定を求める意見書」の提出

専決処分（平成25年度合志市一般会計補
正予算（第7号））の承認

承
認

市　

長　

提　

出　

議　

案　

等

　　　　　　　　　　　議員名

　　　議案等の名称

平成26年  第１回定例会審議結果


